
 

 

 

 

学校教育目標 

 

５月のさわやかな風が、心地よい季節となりました。今年は、例年になく校内や歩道

脇に植えられているツツジがとてもきれいに咲いています。 

先月入学した１年生も、徐々に小学校生活のリズムに慣れ、元気よく登校しています。

２年生から６年生までの児童も、進級を機にそれぞれが新たな目標にむかって進んでい

ます。 

５月は気候もよく、学習に運動に充実して取り組むことができると思います。また、

ブロック陸上記録会や５年生のチャレンジスクール等大きな行事も予定されています。 

今月も保護者の皆様のご支援ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで楽しく全校遠足！ 

 先月２７日（金）、子どもたちが楽しみにしていた全校遠足を実施しました。今年は、

暑さを感じる日も多く、熱中症等が心配されましたが、うす曇りの歩きやすいコンディ

ションとなりました。 

 遠足に出発する前に、１年生が全校児童の前で自己紹介を行いました。「自分の名前

と好きなもの（動物などが多かったです。）」を全員が元気よく言うことができました。

昭和の森までの道中は、１年生と６年生、２年生と４年生、３年生と５年生がそれぞれ

ペアを組み、上学年の子どもたちが下学年の子どもたちにやさしく声をかけながら楽し

そうに歩いていました。現地では、全校で「お誕生月仲間」「猛獣狩りに行こうよ」の

ゲームを行い、なかよし学年でのレク、遊具での活動の後、お弁当を食べました。子ど

もたちは、笑顔いっぱいで楽しい時間を過ごしていました。帰路は、１年生はバスでし

たが、２～６年生は徒歩で学校まで頑張って歩き通すことができました。 

 全校遠足を通して、全校として一体感をもち、思いやりと協力の気持ちを高めること

ができたよい一日となりました。 

                                         第３号 

大網白里市立                                 平成３０年 

季美の森小学校                                ５月１日  

引き渡し訓練のご協力を！ 

 今月１１日（金）大きな地震を想定した引き渡し訓練を実施します。 

１４：２５頃メール配信を行い、１４：３５頃引き渡し開始を予定しています。大変お

忙しい中恐縮ですが、できるだけ多くの保護者の皆様がご参加くださるようよろしくお

願いいたします。 

※詳細につきましては、先月、配付した手紙をご覧ください。 

家庭数 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他団体からの文書・ちらし等について 

児童への文書・ちらし等につきましては、原則下記の通りとさせていただきます。 

【児童に配付する場合】 

① 教育委員会（県、市、それに準ずる団体）から配付を依頼されたもの 

② 県や市、それに準ずる団体から配付を依頼されたもの 

③ その他、学校が認めたもの 

【教室や昇降口の社会教育コーナーに置く場合】 

① 県や市、それに準ずる団体が主催、もしくは後援しているもの 

（市から直接配付の依頼がない場合は、原則配付しません。） 

② 地域のスポーツ団体の団員募集やイベントのちらし 

③ 地域の文化団体によるイベント等のちらし 

④ その他、学校が認めたもの 

【配付することや校内に置くことができない場合】 

① 学習塾等のちらし 

② 明らかに営利目的の団体等のちらし 

学校敷地外のちらしの配付につきましては、原則学校が規制することはできません。し

かしながら、児童がちらしを見ながら下校することは安全上問題ですので、その点に関し

ては、学校でも指導していきたいと思います。保護者の皆様のご理解・ご協力をよろしく

お願いいたします。 

 

 

スクールカウンセラーについて 

 今年度も、本校に第 2、4週の火曜日に「スクールカウンセラー」が配置されました。 

 以下にスクールカウンセラーについてご紹介します。 

○スクールカウンセラー 菊 地  尚 美 先生（菊地先生は、平成２４年度から本校

に関わり、子どもたちや学校のことをよく承知しています。） 

○スクールカウンセラーとは臨床心理に関して専門的な知識経験を生かし、①児童の相談、

②保護者への助言援助を行うことで、さまざまな問題などへの早期発見・早期対応を行

います。 

○来校日時について 

 第 2、4週の火曜日  午前１０時００分～午後４時３０分まで  場所：相談室 

※基本的には、児童の相談を優先しますが、保護者の皆様から相談の依頼があった場合 

には、お受けします。その際、事前の予約が必要になります。予約は、教頭もしくは 

担任が承りますので、依頼の際はご連絡ください。（℡ ７３－６８８０） 

○１学期の相談日は下記の通りです。 

 ・5月８日（火）、２２日（火）・６月１２日（火）、２６日（火）・７月１０日（火） 

就学援助制度について 

大網白里市では、児童生徒を経済的な理由で就学させることが困難なご家庭に対して、

学用品や給食費を援助する制度を設けています。 

援助を希望される際は、教頭または学級担任までご相談ください。 

※制度の詳細につきましては市教育委員会管理課（℡７０－０３７２）までお問い合わせ

ください。 


